
マイナンバーカードについて 

～マイナンバーカードを受け取ったらご確認ください～ 

 

マイナンバーカードの券面情報 

カードの表面には 4 情報（氏名・住所・生年月日・性別）のほかに、以下の情報が記載されています。 

①《マイナンバーカードの有効期限》 

　・カード発行時点で１８歳以上の方…カード発行日から１０回目の誕生日 

　・カード発行時点で１８歳未満の方…カード発行日から５回目の誕生日 

②《電子証明書の有効期限》 

　・カード発行日から５回目の誕生日 

③《券面変更の記載欄》 

　住所・氏名等の変更時に使用します。ご自身では何も 

記載しないでください。 

 

 

電子証明書とは？ 

電子証明書は、インターネット上での本人確認やデータの未改ざんの確認等をするためのものです。

希望者には以下の二種類が、マイナンバーカードの IC チップに搭載されています。 

 

○署名用電子証明書…e-tax 等の税の電子申請等インターネットで電子文書を作成送信するときに

利用します。（暗証番号：6～16 桁の英大文字と数字） 

○利用者証明用電子証明書…コンビニで証明書を取得するときや、マイナポータルにログインすると

きに利用します。（暗証番号：4 桁の数字） 

 

マイナンバーカード・電子証明書の更新時期 

有効期間満了日の３カ月前から更新できます。現住所に更新のお知らせが送付されます。 

 

カードをなくしてしまったら？ 

⒈カードの機能を一時停止する。（マイナンバー総合フリーダイヤル　☎0120-95-0178） 

⒉自宅の外で紛失した場合は警察に遺失届を提出する。 

 

《カードが見つかったとき》　　　　　　　　《カードが見つからないとき》 

マイナンバーカードと身分証明書を持参し、　　　　　　カードの再交付を希望する場合は、市民課の 

市役所市民課の窓口で一時停止の解除をする。　　　　　窓口で再交付申請を行う。 

 

※マイナンバーカードの再交付の際には、手数料として 1,000 円（電子証明書を希望しない場合は

800 円）がかかります。 

 

 

　　　　　　　　　　　 

 



 

 

　　　ご存知ですか？？ 

マイナンバーカードは、こんなことに使えます！ 

 

 

身分証明書として使える！ 

　マイナンバーと身元を証明する書類として利用できます。 

 

健康保険証として使える！ 

〇 2021 年 10 月から健康保険証として利用できるようになりました。 

※事前に健康保険証利用の申込みが必要です（原則、生涯 1 回のみ）。 

　 

各種証明書をコンビニで取得できる！※利用者電子証明書を利用されている方のみ　 

〇全国のマルチコピー機設置のコンビニ、スーパーなどで証明書が取得できます。 

 

　　　◆利用できるコンビニなど　 

セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート・ミニストップ・ 

セイコーマート・カスミ・イオンリテール　他　　 

※マルチコピー機設置の店舗に限ります。 

 

　　　◆取得できる証明書　※市町村によって取得できる証明書は異なります。 

　　　　・住民票の写し（現在のもの） 

　　　　・印鑑登録証明書 

　　　　・課税（非課税）証明書（最新年度のみ） 

　　　　・所得証明書（最新年度のみ）　　　　　　　　　　　各１通　２００円 

 

　　　◆利用できる日時　　平日・土日・祝日　午前 6 時 30 分～午後 11 時　 

　　　　※利用できる時間は、店舗の営業時間により異なります。 

　　　　※12 月 29 日～翌年の 1 月 3 日とメンテナンス日は利用できません。 

 

　　○下妻市役所本庁舎・千代川公民館に設置されているマルチコピー機からも取得できます。 
　　 

　◆下妻市役所本庁舎で利用できる日時　平日・土日・祝日　午前８時３０分～午後５時１５分 
　　※第１・第３木曜日は午後７時まで延長  
　◆千代川公民館で利用できる日時　平日（午前９時～午後４時） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　 

　 

問い合わせ先 

〒304-8501　下妻市本城町３丁目１３番地　下妻市役所 

　　　　　　　　　　市民課　　TEL　0296-43-8196 

                       　　　　　　　　　　　　　　　 shimin@city.shimotsuma.lg.jp
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